
2025 年 2 月 17 日更新 

草の根技術協力（パートナー型）案件概要表 

Ⅰ．事業の概要 

1．対象国名 フィリピン共和国 

2．案件名 マニラ首都圏及び中部ルソン地域における青少年更生支援員の育成と制度確立を目指すプロジ

ェクト（草の根パートナー型） 

3．事業の背景と必要性 近年、フィリピンの経済成長率は高く上位中所得国となりつつあるが、貧困率の改善ぺース

は遅く所得格差は依然として大きい。フィリピン政府「子どものための国家行動計画（第4

次）」（2023-2028）によると、26.4%の子どもが貧困家庭に属しており、暴力・搾取・虐

待・差別等によって傷つけられるリスクが高い状況にある。 

フィリピン政府は、子どもたちを虐待や搾取から保護する「青少年更生法」（Republic Act 

No. 9344）により、罪を犯した青少年の更生を支援するプログラムの充実を図っている。ま

た地域社会での教育や支援体制として、少年司法福祉法審議会（Juvenile Justice and 

Welfare Council、Children at Risk、Children in Conflict with the Law：JJWC）は、法に

触れた子ども達（Children in Conflict with the Law ：CICL）および補導された子ども達

（Children at Risk：CAR）に対して、自治体による青少年更生プログラムの策定を義務付け

ている。しかし、人材不足や更生プログラムの実施体制の脆弱さから、青少年更生施設の退所

後や補導後のケアとして、更生・再犯防止に向けての効果的な取り組みが実施されていない。 

4．プロジェクト目標 対象自治体において青少年更生支援員制度を含む法に触れた子ども達と補導された子ども達へ

の総合的な青少年更生プログラムが強化される 

5．対象地域 マニラ首都圏（マラボン市・ナボタス市）および中部ルソン地域（オロンガポ市） 

6．受益者層 

（ターゲットグループ） 

青少年更生支援員（30名）/ 自治体職員・内務自治省地方局職員・教育省地方局職員（21 名）

/ 法に触れた子ども達及び補導された子ども達（120 名） 

7．生み出すべきアウト

プット及び活動 

<アウトプット> 

1. 対象自治体において青少年更生支援員制度の実施体制が整えられる 

2. 対象自治体において青少年更生支援員による更生プログラムが実施される 

3. 対象自治体において青少年更生支援制度を含む市の総合的な青少年更生プログラムが導入

されるための取り組みが促進される 

<活動> 

1-1. 対象自治体で総合的な青少年更生プログラムの作成のためのワークショップを実施する 

1-2. 青少年更生支援員制度に関するガイドライン作成のためのワークショップを実施する 

1-3. 青少年更生支援員育成研修のためのツールを開発する 

1-4. 対象自治体の職員に対して青少年更生支援員制度に関する研修を実施する 

1-5. 青少年更生支援員制度ガイドラインに沿って青少年更生支援員候補者をリクルートする 

1-6. 青少年更生支援員育成研修を実施する 

1-7. 研修を修了した青少年更生員支援員の任命式を行い、支援員のグループを設置する 

2-1. 青少年更生支援員が更生支援の対象となる子ども達に青少年更生プログラムを実施する 

2-2. 青少年更生プログラムの効果のモニタリングを実施する 

3-1. 事業の活動をレビューし、政策提言計画内容を検討する 

3-2. 政策提言計画を作成するためのワークショップを関係機関と実施する 

3-3. 政策提言計画に沿って対象自治体に政策提言をする 

8．実施期間 2025年 2 月～2027年 8 月（2 年 6 ヵ月） 

9．事業費概算額 69,950千円 

10．相手国側実施機関

（カウンターパート） 

社会福祉開発省（DSWD: Department of Social Welfare and Development） 

少年司法福祉法審議会（JJWC: Juvenile Justice and Welfare Council） 

地方自治体（マラボン市、ナボタス市、オロンガポ市） 

Ⅱ．団体の概要 

1．実施団体／指定団体 特定非営利活動法人アクション 

2．主な活動内容 年の設立以来、フィリピンで子ども達の生きる力を育む活動を実施。児童福祉施設や貧困層の

子ども達を対象として、職業訓練を提供。児童福祉施設職員のスキル向上のための能力強化研

修、青少年更生施設にいる子ども達を対象にライフスキル研修を実施。未成年の人身売買防止

のための活動にも力を入れている。フィリピン国の少年司法福祉法審議会の審議委員を担い、

政策提言も行う。フィリピンでの経験に基づき、日本でも学習困難児への算数教室の運営な

ど、子どもの貧困問題の解決に向けた取り組みを進めている。 

 


